
京都市宝が池公園運動施設条例の一部を改正する条例（平成２７年６月１６日京都市条例

第   号）（教育委員会事務局体育健康教育室） 

１ 京都市宝が池公園運動施設の少年スポーツ広場及びこども体育館においては，小学

校就学前の子どもを含む団体に対して使用を許可する運用を行ってきたところ，当該

運用について条例に定めることにより市民にとってより分かりやすい運用を実現す

るとともに，使用率の向上を図るため，次のとおり使用資格を拡大することとしまし

た。 

改   正   前 改   正   後 

  本市の区域内の小学校（小学校に相

当する各種学校を含む。以下同じ。）

及び中学校（中等教育学校の前期課程

及び中学校に相当する各種学校を含

む。以下同じ。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  本市の区域内において，小学校の児

童又は中学校の生徒を対象とするス

ポーツ活動を行う団体であって，教育

委員会が適当と認めるもの 

  本市の区域内に存する幼稚園（幼稚

園に相当する各種学校を含む。），小学

校（特別支援学校の小学部及び小学校

に相当する各種学校を含む。以下同

じ。）及び中学校（中等教育学校の前

期課程，特別支援学校の中学部及び中

学校に相当する各種学校を含む。以下

同じ。） 

  本市の区域内に存する児童福祉法

第７条第１項に規定する児童福祉施

設並びに同法第６条の２の２第２項

及び第４項に規定する厚生労働省令

で定める施設 

  本市の区域内において子ども・子育

て支援法第２９条第１項に規定する

特定地域型保育（同法第７条第８項に

規定する居宅訪問型保育を除く。）の

事業を行う事業所 

  本市の区域内において使用しよう

とする日の属する年度の初日におい

て３歳以上６歳未満の者，小学校の児

童又は中学校の生徒を対象とするス 

７



 

 

  前２号に掲げるもののほか，教育委 

員会が適当と認める団体 

ポーツ活動を行う団体であって，教育

委員会が適当と認めるもの 

  前各号に掲げるもののほか，教育委 

員会が適当と認める団体 

２ 次のとおりこども体育館の使用料について定めるとともに，その他必要な事項を定

めることとしました。 

   使用料の額 

区    分 
使   用   料 

午      前 午      後 

日 曜 日 等 
円 

６，２００ 

円 

７，０００ 

そ の 他 の 日 ５，０００ ５，６００ 

備考１ 「午前」とは午前９時から午後１時までを，「午後」とは午後１時３０

分から午後６時までをいいます。 

２ 「日曜日等」とは，日曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定

する休日をいいます。 

    使用料の不徴収 

    上記１の表の改正後の欄中 から までに該当するものは，使用料を不徴収とし

ます。 

  この条例は，公布の日から施行することとしました。ただし，２に係る改正は，平成

２７年１０月１日から施行することとしました。 



 

 京都市宝が池公園運動施設条例の一部を改正する条例を公布する。 

  平成２７年６月１６日 

京都市長 門 川 大 作   

京都市条例第  号 

   京都市宝が池公園運動施設条例の一部を改正する条例 

 京都市宝が池公園運動施設条例の一部を次のように改正する。 

 目次中「第１２条」を「第１６条」に，「第１３条・第１４条」を「第１７条・第１８条」

に改める。 

 第１１条第１号を次のように改める。 

   本市の区域内に存する幼稚園（幼稚園に相当する各種学校を含む。），小学校（特別

支援学校の小学部及び小学校に相当する各種学校を含む。以下同じ。）及び中学校（中

等教育学校の前期課程，特別支援学校の中学部及び中学校に相当する各種学校を含む。

以下同じ。） 

 第１１条第３号中「前２号」を「前各号」に改め，同号を同条第５号とし，同条第２号

中「おいて」の右に「使用しようとする日の属する年度の初日において３歳以上６歳未満

の者」を加え，同号を同条第４号とし，同条第１号の次に次の２号を加える。 

   本市の区域内に存する児童福祉法第７条第１項に規定する児童福祉施設並びに同法

第６条の２の２第２項及び第４項に規定する厚生労働省令で定める施設 

   本市の区域内において子ども・子育て支援法第２９条第１項に規定する特定地域型

保育（同法第７条第８項に規定する居宅訪問型保育を除く。）の事業を行う事業所 

 第１４条を第１８条とし，第１３条を第１７条とする。 

 第３章中第１２条の次に次の４条を加える。 

（使用料） 

第１３条 こども体育館の使用の許可を受けたもの（以下「使用者」という。）は，別表第

６に掲げる使用料を納入しなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず，第１１条第１号から第４号までのいずれかに該当するもの

については，使用料を徴収しない。 

３ 第１項の使用料は，前納しなければならない。ただし，市長が特別の理由があると認

めるときは，この限りでない。 

（使用料の還付） 

７



 

第１４条 既納の使用料は，還付しない。ただし，市長が特別の理由があると認めるとき

は，この限りでない。 

（使用料の減免） 

第１５条 市長は，特別の理由があると認めるときは，使用料を減額し，又は免除するこ

とができる。 

（特別の設備） 

第１６条 使用者は，使用しようとする施設に特別の設備をしようとするときは，教育委

員会の許可を受けなければならない。 

２ 教育委員会は，管理上必要があると認めるときは，使用者の負担において，必要な設

備をさせ，又は必要な措置を講じさせることができる。 

 別表第５中「午後７時」を「午後６時」に改め，同表の次に次の１表を加える。 

別表第６（第１３条関係） 

区    分 
使   用   料 

午      前 午      後 

日 曜 日 等 
円 

６，２００ 

円 

７，０００ 

そ の 他 の 日 ５，０００ ５，６００ 

備考 「午前」とは午前９時から午後１時までを，「午後」とは午後１時３０分から

午後６時までをいう。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は，公布の日から施行する。ただし，目次の改正規定，第１４条を第１８条

とし，第１３条を第１７条とする改正規定，第３章中第１２条の次に４条を加える改正

規定及び別表第５の次に１表を加える改正規定は，平成２７年１０月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 使用料の徴収その他これを徴収するために必要な準備行為は，前項ただし書に規定す

る規定の施行前においても行うことができる。 

（教育委員会事務局体育健康教育室） 

 


